
 

２ 所属長は，研究科委員会又は教授会での審議結果を学長に報告するものとする。 

（学生の弁明） 

第14条 学長は，懲戒対象学生に対し，処分内容を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならな

い。この場合において，当該学生が正当な理由なく口頭による弁明の場に出席しなかった場合又は弁明書を提出しなか

った場合には，弁明する権利を放棄したものとみなす。 

（懲戒処分の決定） 

第15条 学長は，所属長からの報告及び懲戒対象学生の弁明を踏まえ，当該学生の懲戒処分を決定する。 

２ 学長は，懲戒処分の決定に当たり，必要と認める場合には，再度事実関係の調査及び審議を行うことができるもの

とする。この場合には，第４条から前条までの規定を準用する。 

（懲戒処分の通知） 

第16条 学長は，懲戒処分を決定した場合は，懲戒対象学生，副学長及び所属長に通知するものとする。 

２ 懲戒対象学生への懲戒処分の通知は，処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより行う。ただ

し，交付不可能な場合には，他の適当な方法により通知するものとする。 

（懲戒処分の発効） 

第17条 懲戒処分の発効は，懲戒処分書の交付日とする。ただし，やむを得ない場合は，この限りでない。 

（懲戒に関する情報の公示）  

第18条 学長は，第１６条に規定する懲戒処分の通知を行ったときは，懲戒内容及び処分理由を学生掲示板及び電子

掲示板に掲示し，公表する。この場合において，当該掲示の期間は，懲戒処分書の交付日から７日間とし，当該懲戒対

象学生の氏名，学籍番号等は公表しない。  

（学籍簿への記載） 

第19条 懲戒に関する情報は，学籍簿に記載する。ただし，証明書等には，当該情報を記載しないものとする。 

（本学が実施する試験等における不正行為により懲戒処分を受けた学生の成績の取扱い） 

第20条 本学が実施する試験等において不正行為を行った学生に対しては，第２条に定める懲戒処分又は第３条に定

める厳重注意に加え，次の各号のいずれかに該当する授業科目(教育実習，学外施設で行う実習及び卒業研究・論文を

除く。以下同じ。)の成績評価を０点とすることができるものとする。  

(１) 不正行為を行った授業科目 

(２) 当該学期において履修した全ての授業科目 

（無期停学処分の解除） 

第21条 学長は，無期停学処分の学生について，その発効日から起算して６月を経過した後，停学処分の解除が妥当

であると認めた場合には，その旨を委員長及び所属長に通知するものとする。 

２ 委員長は，停学処分の解除の妥当性について，学長に意見を述べるものとする。この場合において，委員長は，委

員会に諮るものとする。 

３ 所属長は，停学処分の解除の妥当性について，研究科委員会又は教授会において審議し，その結果を学長に報告す

るものとする。 

４ 学長は，委員長からの意見及び所属長からの報告を踏まえ，停学を解除できるものとする。 

（停学期間又は登校禁止期間の措置） 

第22条 停学期間又は登校禁止期間は，本学の教育課程の履修，定期試験等の受験，課外活動への参加及び大学施設

の利用は認めない。ただし，学長が教育指導上必要と認める場合は，一時的に登校することができる。 

２ 停学期間又は登校禁止期間が，本学が定める履修手続期間と重複する場合は，原則として，当該学生の履修登録を

認めるものとする。 

（再審査） 

第23条 懲戒処分を受けた学生は，事実誤認，新事実の発見その他正当な理由がある場合は，その証拠となる資料を

添えて，懲戒処分書の交付日の翌日から７日以内に，文書により学長に再審査を請求することができる。 

２ 学長は，再審査の必要があると認める場合には，再度事実関係の調査及び審議を行うことができるものとする。  

（事務） 

第24条 学生懲戒に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。 

（雑則） 

第25条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 
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アクションカードについて
地震が発生した際に，どのように行動すればよいかをまとめた両面５枚組のカードで，

各講義室の出入口の扉の内側に設置されている透明なケースの中に入っています。
講義中に災害が発生した場合は，教員がこのカードをもとに学生に指示を行います。
※災害発生時に付近に教員がいない場合は，学生の皆さんがこのアクションカードを手に
取り，状況に合わせて周りの人たちと協力し，行動してください。

①災害時アクション
カード
②～⑤のカードをい
つ，どのようなときに
使うのかを示したカー
ドです。また，119 番
通報をする際の要点に
ついても記載されてい
ます。

②避難誘導カード
講義室から避難場所
への避難の流れを示し
たカードです。避難場
所についてはカードの
裏面に記載されていま
す。

③負傷者情報伝達カード
負傷者が発生した場

合に，負傷者情報を災
害対策本部に報告する
際に使用するカードで
す。このカードを手渡
された場合は，状況を
記載し，災害対策本部
（カード裏面記載）ま
で報告してください。

④火災情報伝達カード
火災が発生した場合

に，火災情報を災害対
策本部に報告する際に
使用するカードです。
このカードを手渡され
た場合は，状況を記載
し，災害対策本部（カー
ド裏面記載）まで報告
してください。

⑤損壊情報伝達カード
建物の損壊が発生し
た場合に，損壊情報を
災害対策本部に報告す
る際に使用するカード
です。このカードを手
渡された場合は，状況
を記載し，災害対策本
部（カード裏面記載）
まで報告してください。

カードを受け取った際に戸惑うこと
がないよう，講義室を訪れた際に，
カードを手に取って見ておいてくださ
い。カードの内容は大学ウェブペー
ジからも確認することができます。

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/university/
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